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１ 事業の目的 

本事業は、特定健診未受診者の診療情報を活用することによる特定健診受診率の向上、被保険者の健康

状態の把握、その後の保健指導への反映を図ることを目的として実施します。 

 

 

 

２ 事業の内容 

生活習慣病等で医療機関を受診中かつ特定健診未受診の被保険者を対象として、医療機関が保有する

検査結果情報の提供について同被保険者の同意が得られた場合に、「特定健康診査情報提供票」（以下「情

報提供票」という。）を、医療機関から熊本県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）へ提出

していただくことで、みなし特定健診データとして収集いたします。 

なお、情報提供票等の作成・提供にあたり、情報提供料等が保険者から医療機関へ支払われます。 

 

 

【事業概要図】 

  



 

2 

対象者 

熊本県内の 40 歳～75 歳未満の国保被保険者で、当該年度の特定健診を受診していない者のうち、保

険者に対して情報提供に同意した者とします。 

 

対象保険者 

本事業の契約を締結している熊本県内の市町村国民健康保険保険者（以下「保険者」という。）としま

す。 

熊本市 人吉市 荒尾市 水俣市 宇土市 上天草市 山鹿市 宇城市 阿蘇市 

菊池市 八代市 玉名市 合志市 天草市 玉東町 南関町 長洲町 大津町 

菊陽町 南小国町 小国町 産山村 高森町 西原村 御船町 嘉島町 益城町 

甲佐町 津奈木町 錦町 多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村 山江村 

球磨村 苓北町 美里町 和水町 南阿蘇村 山都町 氷川町 芦北町 あさぎり町 

令和 5 年度～ 

 

対象医療機関 

本事業の契約等を締結する医療機関が対象となります。 

 

事業開始時期 

令和 5年 7月 

 

事業に係る費用 

◆情報提供料等（1件につき） 

情報提供料 2,750 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

追加検査料 850 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

合計（追加検査なし） 2,750 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

合計（追加検査あり） 3,600 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 

※追加検査料は、基本項目において追加検査を実施した場合に請求できます。 
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３ 業務フロー 

  被保険者 医療機関 連合会 保険者
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ｎ＋２月
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ｎ+１月
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16～18日 被保険者マスタ更新

・情報提供票

・リーフレット
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受診

・（必要に応じて）検査の

追加実施

・情報提供票の記入

提出

受付

未受診者抽出

請求

エラーチェック

情報提供事業

システム

情報提供票

データ

特定健診等データ

管理システム

問合せ

納入

情報提供票の作成

医療機関支払処理

・情報提供票

・送付書

エ

ラ

ー

チ

ェ

ッ

ク

支払

問合せ

問合せ
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費用決済処理までの流れ 

※請求及び支払に関する通知や納付締切日は、特定健診等と同様のスケジュールを予定しています。 

 

 

① 情報提供事業の説明及び同意【医療機関】 

 本事業の対象者が来院された際に情報提供票を持参していれば、対象者へ本事業について説明を

行います。 

 同意を含め、【本人記入欄】の記載を確認し、記載がない場合は本人に記載をお願いしてください。

（本人による記入が難しい場合、代筆も可能です。） 

 併せて、被保険者証等から、対象者の資格をご確認ください。資格喪失されている場合は、本事業

の対象外となります。 

 

 

② 「特定健康診査情報提供票」の記載・確認【医療機関】 

 【医療機関記入欄】の項目を記入後、各項目の記載もれがないか、ご確認ください。 

➡情報提供票の記載方法は、「４様式「特定健康診査情報提供票」の記入方法」を参照。 

 

 

③ 「特定健康診査情報提供票」を提出【医療機関→連合会】 

 情報提供票等を、連合会宛てに提出してください。 

 

 

④ 点検処理時の問い合わせ対応【連合会⇔医療機関】 

 連合会による点検処理の際、請求項目等に不備がありエラーが出現したデータについて、問合せす

る場合がありますのでご協力をよろしくお願いします。 

 

提出日：毎月 5 日（土曜日、日曜日及び国民の祝日の場合は翌営業日） 

提出先：〒862-8639 熊本市東区健軍 2 丁目 4 番 10 号（熊本県市町村自治会館内） 

熊本県国保連合会 保健事業支援課 

提出物：・特定健康診査情報提供票 

・請求書（様式 2） 

・送付書 

問合せ 

電話確認等で対応できる軽微なものについては、連合会から電話確認を行う場合があります。 

返戻 

資格喪失者や各様式の記載内容の不備等により、返戻となる場合があります。 
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⑤ 保険者請求処理【連合会⇔保険者】 

 医療機関から請求があった月の原則翌月 13 日頃、連合会から保険者へ請求書を送付します。 

 その後、保険者から連合会へ納入が行われます。 

 

⑥ 医療機関支払処理【連合会→医療機関】 

 保険者の納入確認後、納付された月の原則月末までに、医療機関支払関連帳票を作成し、連合会か

ら支払額通知書等を送付します。 

 併せて、原則、診療報酬支払口座へ情報提供料等を振り込みます。連合会からの支払日は、受付翌

月末です。 

 

 

 

費用決済スケジュール早見表 

・ｎ月連合会受付の情報提供票 

情報提供料及び手数料に係る払込請求書 ｎ＋１月に連合会から保険者へ送付します。 

情報提供料等 ｎ＋１月末日に連合会から医療機関へ支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療機関 連合会 医療機関 提出 支払 

n 月 n＋1 月 5 日 n＋2 月末日 

例）5 月医療機関作成 →  6 月 5 日連合会受付 →  7 月 31 日支払 
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４ 様式 

特定健康診査情報提供票（様式 1） 

◆表面 
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◆裏面 
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◆「特定健康診査情報提供票」の記入方法 

 

【保険者記入欄】

 

【本人記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本事業については、本人の同意が必須となります。同意が確認できましたら、同意年月日・本人の署名

及び質問事項（5 項目）の記入をご確認ください。 

なお、本人による記入が難しい場合は、代筆も可能です。 

 

※同意がない場合は、返戻となりますのでご注意ください。 

・保険者にて記入します。 

 

・記載内容と対象者から提示された被保険者証の記載が異なる

場合や空欄がある場合は、【保険者記入欄】に記載された市町

村にご確認ください。 
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【医療機関記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・「患者番号」は、診察券番号のご記入にお使いいただけます。 

・〈基本項目〉は、全て医療機関にて記入必須です。 

 

 

 

 

・「血糖」検査は、「空腹時血糖」又は 

「ヘモグロビン A1c」のいずれかに記入します。 

 ➡食後 10 時間以上：「空腹時血糖」 

➡上記以外の場合 ：「ヘモグロビン A1c」 

 

★〈基本項目〉に「空腹時血糖」を記入した場合、

「ヘモグロビン A1c」は〈任意項目〉として取り

扱います。 

なお、「空腹時血糖」の検査結果がある場合も、

「ヘモグロビン A1c」については可能な限り提供

をお願いします。 
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【医療機関記入欄】続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・〈任意項目〉は、〈基本項目〉と同じ時期に実施された検査で、提供可能な場合に医療

機関で記入する項目です。 

 

★「心電図」検査の「具体的な所見」は、情報提供票の裏面に掲載している所見コード

一覧を参照し、該当するコードを記入してください。 

 

★「追加検査」は、〈基本項目〉で不足する検査があった場合に追加で実施された検査

を指します。該当する場合は「1」を記入してください。 

ただし、〈任意項目〉で不足する検査を実施しても「追加検査」を実施したことには

なりません。 

★「医師の総合判断日」は、最初に行われた検査実施日から 3 か月以内であれば有効です。 
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特定健康診査情報提供料請求書（様式 2） 
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◆様式の取得場所 

連合会ホームページに次の情報を掲載しますので、ダウンロードしてご活用下さい。 

 

・本マニュアル 

・情報提供事業（みなし健診）に係る媒体送付書（直接請求医療機関用） 

・情報提供事業（みなし健診）請求データ削除依頼書（直接請求医療機関用） 

・特定健康診査情報提供料等請求書 

・直接請求をされる医療機関のみなさまへ 特定健診情報提供事業（みなし健診）のご案内（リーフレ

ット） 

・特定健診を受けていない方へ 

・情報提供事業（みなし健診）に係る医療機関向け説明（動画） 
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５ 注意事項（Q&A） 

「特定健康診査情報提供票」について 

Q-1 医療機関において「特定健康診査情報提供票」に記入する検査項目の条件とは何か。 

A-1 医師の判断日から 3 か月以内の検査結果をご記入ください。 

また、特定健診の受診日として取り扱う日付となりますので、対象年度内に実施してください。 

参考 厚生労働省『特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 3.2 版）』 

3-2-2 診療における検査データの活用 

（保険者とかかりつけ医の連携による治療中患者の特定健康診査の推進及び診療情報の提供） 

 

Q-2 「特定健康診査情報提供票」は、必ず医師が記入しなければならないのか。 

A-2 必ずご記入いただく必要はありません。【医療機関記入欄】に記載もれがないようお願いします。 

 

請求について 

Q-3 患者本人の自己負担は発生するのか。 

A-3 本事業における患者本人の自己負担は発生しません。ただし、定期受診等に係る費用は通常どお

り徴収してください。 

 

Q-4 患者本人から文書料を徴収できるのか。 

A-4 本事業の手数料として、市町村国保から連合会を経由して、１件あたり 2,750 円（追加検査を行

った場合 3,600 円）をお支払いいたしますので、本人から費用の徴収はできません。 

 

Q-5 年度をまたいで「特定健康診査情報提供票」を請求できるのか。 

A-5 請求年度以前に実施された情報提供票であっても、連合会宛て提出はできます。ただし、年度を

またいでの請求支払に関しては保険者ごとに対応が異なりますので、事前にご確認ください。 
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６ 送付先及び問合せ先 

 

◆保険者（問合せ先） 

保険者番号 保険者名 主管課 郵便番号 住所 電話番号 

00430017 熊本市 国保年金課 860-8601 熊本市中央区手取本町１番１号 096-328-2280 

00430033 人吉市 市民課 868-8601 人吉市西間下町字永溝 7番地 1 0966-22-2111 

00430041 荒尾市 保険介護課 864-8686 荒尾市宮内出目 390番地 0968-63-1327 

00430058 水俣市 市民課 867-8555 水俣市陣内１丁目１番１号 0966-61-1633 

00430116 宇土市 市民保険課 869-0492 宇土市浦田町 51番地 0964-22-1111 

00430124 上天草市 健康づくり推進課 861-6192 上天草市松島町合津 7915番地 1 0969-28-3354 

00430132 山鹿市 国保年金課 861-0592 山鹿市山鹿 987番地 3 0968-43-1527 

00430140 宇城市 医療保険課 869-0592 宇城市松橋町大野 85番地 0964-32-1417 

00430157 阿蘇市 ほけん課 869-2695 阿蘇市一の宮町宮地 504番地の 1 0967-22-3145 

00430165 菊池市 保険年金課 861-1392 菊池市大字隈府 888番地 0968-25-7218 

00430173 八代市 健康推進課 866-0072 八代市高下西町 1726-5 0965-32-7200 

00430181 玉名市 保険年金課 865-8501 玉名市岩崎１６３番地 0968-75-1117 

00430199 合志市 健康づくり推進課 861-1116 合志市福原 2922番地 096-248-1173 

00430207 天草市 国保年金課 863-8631 天草市東浜町 8番 1号 0969-24-8802 

00430678 玉東町 町民福祉課 869-0303 玉名郡玉東町大字木葉 759番地 0968-85-3183 

00430702 南関町 福祉課 861-0898 玉名郡南関町大字関町 64 0968-57-8503 

00430710 長洲町 福祉保健介護課 869-0198 玉名郡長洲町大字長洲 2766番地 0968-78-3139 

00430793 大津町 健康保険課 869-1292 菊池郡大津町大字大津 1233番地 096-293-3114 

00430801 菊陽町 健康・保険課 869-1192 菊池郡菊陽町大字久保田 2800番地 096-232-4912 

00430868 南小国町 町民課 869-2492 阿蘇郡南小国町大字赤馬場 143 0967-42-1113 

00430876 小国町 町民課 869-2592 阿蘇郡小国町大字宮原 1567番地の 1 0967-46-2116 

00430884 産山村 住民課 869-2703 阿蘇郡産山村大字山鹿 488-3 0967-25-2212 

00430918 高森町 健康推進課 869-1602 阿蘇郡高森町大字高森 2168番地 0967-62-2910 

00430959 西原村 保健衛生課 861-2492 阿蘇郡西原村大字小森 3259 096-279-4389 

00430967 御船町 健康づくり保険課 861-3296 上益城郡御船町大字御船 995-1 096-282-1113 

00430975 嘉島町 町民保険課 861-3192 上益城郡嘉島町大字上島 530番地 096-237-2574 

00430983 益城町 健康保険課 861-2241 上益城郡益城町大字宮園 702番地 096-286-3113 

00430991 甲佐町 住民生活課 861-4696 上益城郡甲佐町大字豊内 719番地 4 096-234-1113 
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保険者番号 保険者名 主管課 郵便番号 住所 電話番号 

00431114 津奈木町 ほけん福祉課 869-5692 葦北郡津奈木町大字小津奈木 2123 0966-78-5566 

00431122 錦町 保険政策課 868-0302 球磨郡錦町大字一武 1587番地 0966-38-1113 

00431163 多良木町 住民ほけん課 868-0595 球磨郡多良木町多良木 1648番地 0966-42-1256 

00431171 湯前町 税務町民課 868-0621 球磨郡湯前町 1989番地の 1 0966-43-4111 

00431189 水上村 保健福祉課 868-0795 球磨郡水上村大字岩野 90番地 0966-44-0313 

00431213 相良村 保健福祉課 868-8501 球磨郡相良村大字深水 2500番地の 1 0966-35-1032 

00431221 五木村 保健福祉課 868-0201 球磨郡五木村甲 2672－７ 0966-37-2214 

00431239 山江村 健康福祉課 868-0092 球磨郡山江村大字山田甲 1356番地の 1 0966-23-3978 

00431247 球磨村 税務住民課 869-6401 球磨郡球磨村大字渡丙 1730番地 0966-32-1113 

00431353 苓北町 福祉保健課・健康増進室 863-2503 天草郡苓北町志岐 660番地 0969-35-3330 

00431510 美里町 健康保険課 861-4492 下益城郡美里町馬場 1100番地 0964-46-2113 

00431619 和水町 住民環境課 865-0192 玉名郡和水町江田 3886 0968-86-5727 

00431916 南阿蘇村 健康推進課 869-1411 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽 1705番地 1 0967-67-2704 

00432013 山都町 健康ほけん課 861-3592 上益城郡山都町浜町 6番地 0967-72-1295 

00432112 氷川町 町民課 869-4814 八代郡氷川町島地６４２番地 0965-52-5851 

00432211 芦北町 住民生活課 869-5498 葦北郡芦北町大字芦北 2015番地 0966-82-2511 

00432310 あさぎり町 健康推進課 868-0408 球磨郡あさぎり町免田東 1199番地 0966-45-7216 

 

◆熊本県国民健康保険団体連合会（送付先・問合せ先） 

〒862-8639 熊本市東区健軍 2 丁目 4 番 10 号 熊本県市町村自治会館 

熊本県国民健康保険団体連合会 保健事業支援課 保険者事業支援係 

TEL：096-365-0976 

FAX：096-365-4188 

 

 

 


